
財務省東北財務局秋田財務事務所

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ ０ 日

　秋田財務事務所では、県や市町村などが学校、病院、上・下水道、社会
福祉施設等の建設資金等を必要とする場合に、「財政融資資金」（注）の
貸付けを行い、地域住民の方々の生活環境等の向上に役立てていただいて
おります。

　今般、令和５年度貸付実績額及び令和５年度末貸付残高を別添のとおり
取りまとめましたので、公表いたします。

（注）財政融資資金とは、国債（財投債）の発行を通じて金融市場から調達した資金

      等です。

　別添１　財政融資資金地方資金貸付実績額
　別添２　財政融資資金地方資金貸付残高
　別添３　地方公共団体別の貸付実績額・残高
　別添４　事業区分別の主な用途
　別添５　財政融資資金を活用した事業例

※ 各表において、単位未満四捨五入のため、合計が一致しない場合があります。

秋田県内地方公共団体への財政融資資金地方資金の貸付状況について
（令和５年度）
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別添１

（単位：億円）

令和３年度

478 354 ▲ 124 ▲ 26.0% 290 ▲ 63 ▲ 17.9%

3,670 2,881 ▲ 789 ▲ 21.5% 2,842 ▲ 40 ▲ 1.4%

37,399 29,118 ▲ 8,282 ▲ 22.1% 28,256 ▲ 861 ▲ 3.0%

【過去３か年の推移】

【用途別】

令和５年度

東　北

財政融資資金地方資金貸付実績額

〇　令和５年度における秋田県内の地方公共団体に対する財政融資資金地方資金の貸付実績額

　は、２９０億円となり、前年度に比べて６３億円減少（▲１７.９％）しています。

     減少の要因は、「臨時財政対策債」等が減少したことによるものです。

〇　用途別では、「辺地・過疎」が１０３億円（構成割合３５．５％）と最も多く、次いで「国土保

　全災害復旧」が７２億円(２４．９％)、「生活環境整備」が５４億円（１８．５％）となってい

　ます。

秋田県

全　国

区　　　分
前年度比

令和４年度

前年度比

478億円

354億円

290億円
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生活環境整備

54億円

18.5％

生活環境整備

46億円

13.0％

辺地・過疎

103億円

35.5％

辺地・過疎

91億円

25.8％

国土保全

災害復旧

72億円

24.9％

国土保全

災害復旧

38億円

10.7％

厚生福祉施設

2億円

0.6％

厚生福祉施設

3億円

0.9％

道路

4億円

1.3％

道路

14億円

4.0％

文教施設

14億円

4.7％

文教施設

8億円

2.3％

住宅

9億円

2.9％

住宅

5億円

1.3％

臨時財政対策債

18億円

6.1%

臨時財政対策債

57億円

16.2％

その他

16億円

5.4％

その他

91億円

25.8％
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別添２

（参考）対全国比 2.1% 1.3% 2.1% 1.3% 2.1% 1.3%

【過去３か年の推移】 【用途別】

財政融資資金地方資金貸付残高

〇　令和５年度末における財政融資資金地方資金の貸付残高は、５,０６６億円となり、前年度末に比べて

　２６６億円減少（▲５.０％）しています。

　　 減少の要因は、過去の貸付金の回収額（５５６億円）が新規貸付額（２９０億円）を上回ったことに

　よるものです。

〇　用途別では、「生活環境整備」が１,３０２億円（構成割合２５．７％）と最も多く、次いで、「臨時財政

　対策債」が１,２９９億円(２５.６％)、「辺地・過疎」が９１６億円(１８.１％)の順になっています。

(単位：件、億円、％)

区  分

令和３年度末 令和４年度末 令和５年度末
対前年度比 対前年度比

件　数 金　額 増減額 増減率件　数金　額 件　数 金　額 増減額 増減率

6,0265,332 5,066 ▲ 266 ▲ 5.0

東　北 42,130 45,581 41,028 43,887 ▲ 1,694

▲ 222 ▲ 4.0秋田県 6,460 5,554 6,167

▲ 12,080 ▲ 2.9

▲ 3.7 40,525 42,223 ▲ 1,664 ▲ 3.8

▲ 12,347 ▲ 2.9 291,202 402,007全　国 304,667 426,434 296,715 414,087
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金額 件数

（億円、件）

生活環境整備

1,302億円
25.7%

臨時財政対策債

1,299億円
25.6%

辺地・過疎

916億円
18.1%

国土保全災害復旧

388億円
7.7%

厚生福祉

施設

137億円
2.7%

文教施設

89億円
1.8%

住宅

75億円
1.5%

運輸通信

32億円
0.6%

農林漁業

23億円
0.4%

地域開発

23億円
0.5%

道路

28億円
0.6%

産業・技術

1億円
0.0%

その他

754億円
14.9%



別添３

財政融資資金地方資金貸付実績額(令和5年度）

金額 金額 金額

億円 億円 億円

都道府県 町及び村 一部事務組合等

秋田県 53 小坂町 2

市 上小阿仁村 6

秋田市 39 藤里町 3

大館市 12 三種町 3

鹿角市 7 八峰町 5

由利本荘市 11 五城目町 6

大仙市 21 八郎潟町 1

仙北市 9 井川町 2

湯沢市 10 大潟村 1

潟上市 9 美郷町 7

横手市 26 羽後町 3

北秋田市 14 東成瀬村 5

男鹿市 4

能代市 23

にかほ市 8

秋田県合計 290

東北計 2,842

全国計 28,256

財政融資資金地方資金貸付残高(令和6年３月末現在)

件数 金額 件数 金額 件数 金額

件 億円 件 億円 件 億円

都道府県 町及び村 一部事務組合等

秋田県 242 1,144 小坂町 208 55 鹿角広域行政組合 7 5

市 上小阿仁村 77 21 大曲仙北広域市町村圏組合 2 0.2

秋田市 463 742 藤里町 89 39 本荘由利広域市町村圏組合 1 2

大館市 368 266 三種町 214 62 湯沢雄勝広域市町村圏組合 7 3

鹿角市 241 147 八峰町 147 61

由利本荘市 483 357 五城目町 191 61

大仙市 446 322 八郎潟町 94 19

仙北市 343 203 井川町 106 18

湯沢市 258 190 大潟村 80 21

潟上市 194 89 美郷町 125 67

横手市 484 365 羽後町 126 67

北秋田市 275 206 東成瀬村 82 48

男鹿市 251 124

能代市 251 274

にかほ市 171 89

秋田県合計 6,026 5,066

東北計 40,525 42,223

全国計 291,202 402,007

（注）単位未満四捨五入のため、合計が一致しない場合がある。

地方公共団体別の貸付実績額・残高

団体名 団体名 団体名

団体名 団体名 団体名



別添４

事業区分

生活環境整備

辺地・過疎

国土保全災害復旧

厚生福祉施設

道路

農林漁業

地域開発

文教施設

運輸通信

住宅

産業・技術

臨時財政対策債

・公営住宅の整備

事業区分別の主な用途

主な用途

・配水管や浄水場・ポンプ場などの上水道施設の整備

・下水道管・終末処理場などの下水道施設の整備

・ごみ・し尿処理施設などの一般廃棄物処理施設の整備

・辺地地域における生活文化水準向上を図る施設等の整備

・過疎団体が行う、地域の自立促進や住民の生活に資する施設整備、並びにソフト事業

・被災した公用・公共用施設の復旧、インフラの整備

・病院や厚生福祉施設の整備

・道路の整備

・農林漁業施設の整備

・臨海部土地造成等の整備、土地区画整理等の都市開発の整備

・公立の義務教育施設整備等

・鉄道等の整備

・産業経済施設の整備

・地方の財源不足に対処するため、地方財政法第５条（地方債の制限）の特例として

 発行される地方債。元利償還金相当額については、その全額が、後年度の地方交付税

 の基準財政需要額に算入される。



別添５ 

財政融資資金を活用した事業例 

 

 

「児童福祉施設整備事業」 

（上小阿仁村） 

昭和54年に建設された「かみこあに保育園」は、

老朽化に加え、既存の設備等では、安心・安全な

保育環境の提供が困難となったため、過疎対策事

業を活用し新設。 

「払田柵跡復元外柵南門再整備事業」 

（大仙市） 

国指定史跡「払田柵跡」（ほったのさくあと）内に

復元された外柵南門について、使用木材の長寿命

化、耐震化等を図るため、一般補助施設整備等事

業を活用し再整備。 

「義務教育学校プール・外構整備事業」 

（藤里町） 

きめ細やかな教育を推進するため、小学校 6 年

と中学校 3 年の教育課程９年間を一貫して行う

義務教育学校の整備を進め、付随するプール等は

過疎対策事業を活用し整備。 


